
情
少
孫
の

『
史
記
』

ふ
用
士
ゅ
ん

み
本
!
'
潟
町

は
じ
め
に

中
国
に
お
け
る
卓
絶
せ
る
俗
人
著
作
の
ご
く
早
い
例
と
し
て
、

に
記
」
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
擦
践
を
覚
え
る
向
き
は
あ
る
ま
い

が
、
反
面
、
こ
の
審
物
を
一
時
馬
選
の
撰
に
帰
す
の
は
あ
く
ま
で
大
較

の
論
で
あ
り
、
た
だ
数
多
の
文
献
学
的
な
懸
案
を
ひ
と
ま
ず
存
置
す

る
と
い
う
了
解
の
も
と
に
そ
う
称
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
、

衆
自
の
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

Q

そ
れ
ら
京
ん
記
」
の

形
成
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
、
主
要
な
系
列
に
分
け
れ
ば
、
①
一
前
拠

史
料
へ
の
取
材
の
状
況
、
②
父
司
馬
談
の
関
与
の
状
況
、
③
亡
欠
と

後
人
に
よ
る
補
続
の
状
況
、
と
な
る
。
小
論
の
扱
う
、
諸
少
孫
に
よ

る
吋
史
記
い
補
続
の
問
題
は
、
上
記
三
者
の
う
ち
、
③
の
系
列
を
構

成
す
る
一
要
素
と
看
倣
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。

こ
と
が
言
v~記
い
と
い
う
あ
ま
り
に
有
名
な
作
品
に
か
か
わ
る
だ

け
に
、
上
記
三
系
列
に
対
す
る
先
行
研
究
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。

内

直

樹

山

う
ち
、
①
の
系
列
に
つ
い
て
も
、
そ
の
議
論
は
す
で
に
後
漢
時
代
に

端
を
発
し
、
以
来
、
近
代
に
至
る
議
論
の
蓄
積
に
関
し
て
は
、
「
自

ら
紗
膏
に
比
し
」
た
余
嘉
錫
の
労
作
「
太
史
公
害
亡
篇
考
」
に
集
成

さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
補
少
孫
に
よ
る
「
史
記
」
補
続
の
問
題
に
つ
い

て
も
数
々
の
討
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
際
、
論
者
の
多
く

は
、
吋
太
史
公
帯
一
一
之
本
来
の
面
白
を
回
復
せ
ん
と
い
う

B
的
の
然
ら

し
む
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
司
馬
遷
の
自
筆
部
分
と
祷
少
孫
の
加
筆
部

分
と
を
蹄
分
け
す
る
に
急
で
あ
っ
て
、
祷
少
孫
の
補
続
営
為
そ
の
も

の
へ
の
関
心
は
か
え
っ
て
希
薄
と
な
る
嫌
い
が
あ
っ
た
。

か
か
る
状
況
も
、
余
嘉
錫
の
よ
掲
論
文
に
「
祷
先
生
事
蹟
」
の
一

章
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
早
い
例
と
し
て
、
近
年
で
は
変
化
を
示
し

(2) 

つ
つ
あ
る
c

小
論
は
、
そ
の
藤
尾
に
付
し
つ
つ
、
論
じ
残
さ
れ
た
若

干
の
論
点
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ

ば
問
題
を
「
史
記
』
の
鰯
か
ら
で
は
な
く
、
諸
少
孫
の
側
か
ら
な
が

(15) 



め
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
に
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
す

る
、
…
つ
の
試
み
で
あ
る
り

一
、
吋
史
記
い
亡
欠
と
裕
氏
檎
続

議

論

の

前

提

と

し

て

、

中

、

補

少

孫

の

補

続

の

与

る

範

腐
を
同
定
し
て
お
く
必
姿
、
が
あ
る
。
幸
い
、
緒
少
孫
の
関
与
の
痕
跡

は
、
「
補
先
生
日
」
の
標
記
の
も
と
、
比
較
的
分
明
に
残
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
と
は
容
易
に
見
え
る
の
こ
の
標
記
は
、
一
一
一
代
世
表
、
建

元
以
来
侯
者
年
表
、
陳
渉
世
家
、
外
戚
世
家
、
梁
孝
王
世
家
、
一
一
一
主

役
家
、
出
叔
列
伝
、
滑
稽
列
伝
、
自
者
列
伝
、
亀
策
列
伝
の
十
篇
に

わ
た
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
一
安
は
そ
れ
ら
を
議
論
の
対
象
と
す
れ
ば
よ
い

は
ず
で
あ
る
ヮ

と
こ
ろ
が
、
…
見
自
明
と
も
思
わ
れ
る
如
上
の
認
識
に
至
る
ま
で

に
は
、
符
余
曲
折
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
口
そ
れ
は
主
と
し
て
、
こ

の
問
題
が
、
班
彪
、
班
刑
制
父
子
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
十
篇
の
亡
欠

の
問
題
と
、
し
ば
し
ば
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た

め
で
あ
る
。
い
ま
、
両
者
が
さ
し
あ
た
り
別
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
、
無
期
の
混
乱
を
紡
い
で
お
き
た
い
。

班
彪
列
伝
に
引
く
「
略
論
」
に
「
十
諮
欠
」
と
あ
る
の

に
よ
れ
ば
、
班
氏
父
子
の
見
た
に
十
篇
を
欠
い
て
い
た
こ

と
は
争
い
得
な
い
事
実
で
あ
る

G

し
か
し
、
班
氏
父
子
は
そ
の
内
訳

を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
上
記
の
楕
少
孫
の
補
続
に

係
る
十
篇
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
「
史

の
比
較
か
ら
、
瑳
留
が
吋
週
間
帯
一
一
と
を
執
筆
す
る
際

に
堵
少
孫
の
補
続
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

そ
れ
を
斑
閉
が
ど
う
勘
定
し
た
か
は
知
り
得

に
用
い
た

は
確
実
と
さ
れ
る

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
貌
の
張
曇
が
次
の
よ
う
に
説
く
に
及
、
び
、
は
じ
め
て
二

つ
の
問
題
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
っ

選
投
之
後
、
亡
景
紀
、
武
紀
、
礼
官
官
、
楽
番
、
丘
一
ハ
響
、
漢
輿
以

来
将
柁
年
表
、
記
者
列
伝
、
一
一
一
王
世
家
、
亀
策
列
伝
、
博
特
列

伝
。
完
成
之
問
、
補
先
生
補
欠
、
作
武
常
紀
、
…
…
…
王
世
家
、
亀

策
、
日
者
伝
。
一
一
一
一
日
辞
都
階
、
非
選
本
意
也
。

張
委
が
亡
欠
十
篇
の
内
訳
を
か
く
特
定
す
る
に
至
っ
た
根
拠
は
不
明

で
あ
る
の
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、
校
長
の
理
一
屈
は
す
こ
ぶ

る
単
純
と
い
え
る

9

亡
欠
十
箆
の
う
ち
、
本
文
中
に
「
裕
先
生
日
」

の
標
記
を
有
す
る
篇
は
一
一
…
王
世
家
、
日
者
列
伝
、
亀
策
列
伝
の
三
篇

で
あ
り
、
張
M
m
r

は
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
こ
の
一
一
一
篇
を
格
少
孫
の
補
撰

に
帰
し
た
の
で
あ
る
む
と
り
わ
け
、
一
一
一
一
土
世
家
、
亀
策
列
伝
の
ご
篇

は
、
そ
れ
ぞ
れ
椅
少
孫
の
に
「
求
其
世
家
、

と

(16) 



-
穐
策
列
伝
、
不
能
得
」
と
の
明
文
が
あ
る
。
残
る
孝
武
本
紀
に
つ
い

て
は
、
今
本
は
楕
少
孫
の
柿
篇
す
ら
供
し
た
後
に
再
び
後
人
が
補
っ

た
も
の
で
、
一
強
長
の
見
た
孝
武
本
紀
に
は
や
は
り
「
格
先
生
日
」
の

楳
記
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
す
る
余
嘉
錫
の
説
が
、
当
然
に
も
妥
当
で

へ7
v

あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
「
格
先
生
日
」
の
機
記
は
ほ
か
に
七
絡
に

わ
た
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
亡
欠
十
鰐
に
手
ら
な
い
の
で
、

こ
こ
で
の
張
円
安
の
関
心
か
ら
は
漏
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
張
円
安
が
そ

れ
ら
を
祷
少
孫
の
筆
と
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。

要
す
る
に
、
張
要
と
い
え
ど
も
、
持
少
孫
の
補
続
に
関
し
て
は
、

「
補
先
生
日
」
の
標
記
の
有
無
以
外
の
判
断
基
準
は
も
ち
あ
わ
せ
な

へ8」

か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
張
守
節
が
張
要
の
挙
げ
る
十
備
す
べ
て
を
補
少
孫
の

補
綴
に
滞
す
に
五
つ
て
は
(
吋
史
記
い
亀
策
列
部
篇
題
正
義
)
、
安
易

な
類
般
に
出
る
と
い
う
以
上
の
現
出
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
後
来
は
甚
大
で
、
こ
れ
に
よ
り
十
篇
の
亡
欠
と
補
少
孫
の
補
続
と

{
Gご

い
う
二
つ
の
問
題
の
混
同
へ
の
道
、
が
開
か
れ
た
凸
加
え
て
、
張
守
節

は
、
楚
一
冗
王
世
家
、
斉
悼
恵
王
世
家
な
ど
、
「
補
先
生
日
」
の
標
記

の
な
い
諸
篇
で
も
、
そ
の
記
事
の
断
限
が
一
司
馬
選
の
死
後
に
わ
た
る

と
見
る
や
、
み
だ
り
に
袴
少
孫
の
手
に
出
る
と
の
断
を
下
し
て
い

{ぬ〉る
。
か
く
し
て
、
持
少
孫
は
本
来
負
う
べ
き
以
上
の
荷
を
負
わ
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
議
論
は
紛
糾
を
き
わ
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
如
上
の
事
態
の
推
移
を
平
心
に
顧
れ
ば
、
二
つ
の
問
題
が
、

い
わ
れ
る
ほ
ど
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
と
な
ろ
う

Q

そ
も
そ
も
、
裕
少
孫
は
も
っ
ぱ
ら
補
亡
を
自
的
に
紘
一
十

を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
吋
出
サ
訂
正
中
に
お
け
る
補
続
部
分
の
分

布
状
況
か
ら
見
る
に
、
そ
の
主
棋
は
む
し
ろ
増
続
に
置
か
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
十
篇
の
亡
欠
の
問
題
は
、
そ
れ
自
体
複
雑
で
、
い

ま
な
お
見
解
の
一
致
を
見
た
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
が
、
小

論
が
そ
れ
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
補
少
孫
の
補
続
営

為
そ
の
も
の
へ
向
か
お
う
と
す
る
所
以
は
、
以
上
に
よ
っ
て
理
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
補
続
の
経
緯

(17) 

権
少
孫
の
事
蹟
に
関
し
て
は
、
余
嘉
錫
の
上
掲
「
袴
先
生
事
接
」

業
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
補
少
孫
は
頴
川
の
人
で
、
そ
の
従
槌
に
、

遺
仲
野
の
弟
子
に
し
て
、
武
滞
期
に
博
士
、
梁
相
を
歴
恋
し
た
諸
大

が
い
る
。
椅
少
孫
は
ま
ず
滞
に
寓
居
し
、
魯
詩
家
玉
式
に
師
事
し
た

後
、
博
士
弟
子
の
選
に
応
じ
て
長
安
に
赴
い
た
。
こ
れ
が
官
一
帝
の
五

鳳
年
間
(
前
五
七

i
前
五
回
)
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
由
緒
少
孫

は
さ
ら
に
「
春
秋
い
を
治
め
、
高
第
を
も
っ
て
郎
中
に
除
せ
ら
れ
た

後
、
十
余
年
を
経
て
侍
郊
に
還
り
、
そ
の
後
、
元
帝
(
前
回
八

l
前

三
一
一
一
在
泣
)
の
晩
年
に
は
博
士
と
去
る
に
至
っ
て
い
る
。



こ
の
間
、
補
少
孫
の
補
続
に
と
っ
て
決
定
的
な
転
機
と

な
っ
た
の
は
、
郎
中
と
し
て
宮
中
に
出
仕
し
た
十
余
年
の
歳
月
ら
し

い
っ
百
九
記
」
中
、
十
篇
に
わ
た
る
緒
少
孫
の
補
続
部
分
に
は
、
し

ば
し
ば
脅
頭
に
該
篇
を
補
続
す
る
に
及
ん
だ
経
緯
が
書
き
と
め
ら
れ

て
い
る
が
、
実
に
半
数
以
上
の
六
鱗
ま
で
が
、
こ
の
部
中
在
任
時
に

関
係
を
有
す
る
ヮ
矯
次
に
し
た
が
っ
て
列
挙
し
よ
う
。

①
持
先
生
日
、
臨
為
郎
時
、
開
習
漢
家
故
事
者
鍾
離
宇
一
G

(

外

戚
世
家
)

民
為
郎
時
、
開
之
於
宮
殿
中
老
郎
吏
好
事
者
称

道
之
進
。

①
補
先
生
日
、
民
為
郎
時
、
問
之
臼
、
:
・
。
(
出
叔
列
伝
)

④
絡
先
生
日
、
間
幸
待
以
経
術
為
郎
、
自
好
読
外
家
伝
語
。
窃

不
遜
談
、
復
作
故
事
滑
稽
之
一
部
開
ム
ハ
輩
、
一
編
之
於
左
。
可
以
覧
観

揚
意
、
以
示
後
世
好
事
者
読
之
、
以
除
心
核
…
斗
。
以
付
益
上
方

太
史
公
之
三
事
り
(
滑
稽
列
伝
)

①
補
先
生
日
、
民
為
郎
持
、
静
観
長
安
中
、
見
ト
箆
之
賢
大
夫
。

観

其

起

賭

行

歩

、

坐

起

自

動

、

有

⑤
待
先
生
日
、
間
以
通
経
術
、
受
業
博
士
、
治
春
私
、
以
高
第

為
郎
、
、
出
入
宮
殿
中
十
有
余
年
、
窃
好
太
史
公
伝
。

:
口
院
主
来
長
安
中
、
求
亀
策
列
伝
、
不
能

得
G

故
之
太
ト
官
、
間
掌
故
文
学
長
老
習
事
者
、
写
取
亀
策
ト

{臼)

事
、
編
子
下
方
。
(
亀
策
列
伝
)

な
お
、
侍
郎
昇
選
後
に
わ
た
る
も
の
が
一
篇
あ
る
。

⑦
楕
先
生
日
、
直
幸
得
以
文
学
為
侍
郎
、
野
覧
観
太
史
公
之
列

伝
9

伝
中
称
一
一
一
王
世
一
家
文
辞
可
観

D

求
其
世
家
、
終
不
能
得
a

窃
従
長
老
好
故
事
者
取
其
封
策
骨
一
一
問
、
一
編
列
其
事
而
伝
之
、
令
後

世
得
観
賢
主
之
指
意
9

(

一
一
一
王
世
家
)

以
上
を
通
覧
す
る
に
、
郎
著
に
す
ご
し
た
こ
れ
ら
の
日
々
が
、
格

少
孫
に
と
っ
て
い
か
に
実
り
多
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
持

少
孫
は
、
宮
内
庁
に
お
い
て
は
年
長
の
郎
吏
の
語
る
故
事
に
耳
を
傾
け

(
②
)
、
市
中
に
按
ん
で
は
ト
笈
を
生
業
と
す
る
者
の
典
雅
な
挙
止
に

自
を
見
張
っ
た
(
⑤
)
。
こ
れ
ら
は
、
長
安
に
赴
く
以
前
、
郎
に
列

す
る
以
前
に
は
、
絶
え
て
見
聞
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
に
ち

が
い
な
い
合
さ
ら
に
は
、
み
ず
か
ら
事
情
通
の
人
物
や
関
係
の
宮
署

を
訪
ね
て
、
開
き
取
り
調
査
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
(
①
⑤
)
。
京
~

記
い
の
補
統
と
い
っ
た
類
の
作
業
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
多

く
の
逸
事
の
収
集
を
可
能
に
す
る
環
境
が
、
郎
中
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
挙
に
整
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
宮
中
へ
の
出
入
が
可
能
と
な
る
に
と
も
な

い
、
震
章
一
な
書
物
を
自
に
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
な
か
に
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
警
も
含
ま
れ
て
い
た
り

(18) 
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」、コ
1

F
丸
、

1
M
m
u
l
l
y
オ
し
ザ

成
帝
期
、
東
平
一
土
の
制
約
字
は
来
朝
を
機
に
上
競
し
て
の
下

賜
を
願
い
出
る
も
の
の
、
諸
侯
干
一
の
所
有
す
べ
き
蓄
は
な
い
と

の
迎
出
か
ら
却
下
さ
れ
た
。
加
え
て
、
こ
の
大
部
の
寄
が
足
本
と
し

て
流
通
す
る
こ
と
は
稀
で
、
光
武
帝
が
稜
一
搬
に
五
宗
世
家
、
外
戚
世
…

家
、
税
其
侯
列
伝
を
与
え
、
明
者
が
子
一
長
に
河
渠
敢
闘
を
与
え
た
よ
う

に
、
単
篇
で
別
行
す
る
こ
と
が
多
か
つ
わ
、
o

い
ま
上
引
@
⑦
の
一
一
条
を
味
読
す
る
に
、
も
と
よ
り
補
少
孫
が
郎

官
と
な
る
以
前
に
ど
こ
ま
で
百
人
記
い
に
通
じ
て
い
た
か
は
不
明
だ

が
、
郎
中
そ
し
て
侍
郎
を
務
め
た
こ
の
期
間
に
、
こ
と
さ
ら
そ
の
熱

心
な
読
者
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
が
披
察
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、

そ
こ
に
い
う
「
太
史
公
伝
」
「
太
史
公
之
伝
」
「
太
史
公
之
列
怯
」
が

厳
密
な
意
味
で
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
の
必
要
が
あ
る

、A
“子折

、
い
ま
は
さ
し
あ
た
り
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
吋
史
記
い
を
代
表
さ
せ

て
か
ま
わ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
宮
中
の
戦
本
へ
の
接
触
が
介
在

し
て
い
る
こ
と
は
、
想
録
に
難
く
な
い
。

と
り
わ
け
、
こ
の
宮
中
の
蔵
本
は
、
比
較
的
完
全
に
近
い
テ
キ
ス

ト
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
補
少
孫
の
一
一
一
間
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
王

位
家
、
亀
策
列
伝
の
二
篇
が
欠
け
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ

の
亀
策
列
伝
を
求
め
て
長
安
中
を
駆
け
回
る
ほ
ど
の
補
少
孫
の
執
着

ぶ
り
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
精
し
む
べ
き
わ
ず
か
な
不
舗
で
あ
っ
た

で
は
な
か
っ
た
り

が
ゆ
え
に
こ
そ
強
め
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
亀
策
列
伝
へ
の
執
着
に
は
、
別
の
理
由
も
あ
る
。
日

者
列
伝
の
補
少
孫
の
詩
中
に
「
毘
為
郎
時
、
与
太
ト
待
諮
為
部
者
間

帯
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
郎
中
在
任
時
に
お
け
る
椿
少
孫
の
主
た

る
職
務
は
、
太
ト
所
管
の
官
問
者
に
給
事
す
る
に
あ
っ
た
。
「
写
取
亀

策
ト
事
ト
(
⑤
)
と
は
、
お
そ
ら
く
宮
府
の
文
書
に
つ
い
て
の
言
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
抄
写
が
許
さ
れ
た
の
も
、
か
か
る
事
情
に
由
来
し

よ
う
。
そ
れ
は
職
務
上
の
要
求
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
職
務
の
関
係
か
ら
容
認
さ
れ
る
場
合
は

と
も
か
く
、
一
般
に
近
侍
の
身
分
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
中
、
秘
の
書

を
自
由
に
閲
覧
で
き
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
限
る
ま
い
。
時
を

や
や
遡
る
昭
帝
元
鳳
四
年
(
前
七
七
)
に
は
、
震
光
の
従
孫
で
奉
車

都
尉
侍
中
の
職
に
あ
っ
た
一
審
山
、
か
、
秘
書
を
写
し
た
か
ど
で
罪
に
問

わ
れ
、
そ
の
蓄
を
裳
山
に
貸
与
し
た
太
常
の
蘇
沼
田
も
罷
免
さ
れ
る
と

(
刊
山
}

い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
補
少
孫
が
中
堂
開
の
「
史
一
記
」
を
十
分

に
利
用
し
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
特
別
な
計
ら
い
が
働
い
た
に

ち
が
い
な
い
。
以
下
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
博
士
弟
子
か
ら
経

(
げ
)

術
を
も
っ
て
郎
中
と
な
り
、
さ
ら
に
文
学
を
も
っ
て
侍
郎
に
選
っ

た
稽
少
孫
の
出
身
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
の
郎
官
在
任
時
の
職
務
に

は
、
い
わ
ゆ
る
講
部
と
し
て
の
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
た
か
と
疑
わ
れ

〈
出
~

る
む
時
あ
た
か
も
官
一
帝
の
治
世
に
あ
た
乃
、
郎
中
の
才
あ
る
も
の
を

(19) 



F

山口
J

選
抜
し
て
梁
丘
易
や
穀
梁
春
秋
を
学
ば
せ
る
な
ど
、
に
お
け
る

講
経
の
風
は
高
潮
を
迎
え
て
い
た
。
か
か
る
状
況
の
も
と
、
関
係
の

郎
官
の
商
品
器
開
覧
に
関
し
て
も
便
宜
が
図
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
合

か
く
し
て
、
郎
官
の
職
に
あ
っ
た
こ
の
期
間
は
、
格
少
孫
の
全
額

に
対
し
き
わ
め
て
宥
利
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
つ
と
は
い
え
、

そ
れ
は
外
的
な
条
件
に
と
ど
ま
り
、
裕
少
孫
の
内
的
な
動
機
に
つ
い

て
は
ま
だ
明
ら
か
と
は
い
い
が
た
い
q

笑
際
、
後
者
に
つ
い
て
楕
少

孫
の
諾
る
と
こ
ろ
は
ご
く
乏
し
い
の
で
あ
る
ο

が
、
注
自
に
値
す
る

点
、
が
…
つ
あ
る
の
す
な
わ
ち
、
と
引
の
諸
条
を
通
覧
す
れ
ば
明
ら
か

な
ご
と
く
、
指
少
孫
は
み
ず
か
ら
「
椅
先
生
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
太
史
公
」
と
間
様
、
後
人
の
追
題
に

係
る
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
が
、
建
一
冗
以
来
侯
者
年
表
に
、
よ
り

詳
し
く
「
後
進
好
事
儒
者
補
先
生
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
や
は
り

〈

mv

余
嘉
錫
の
い
う
よ
う
に
硝
少
認
の
自
称
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
っ
こ
の

自
称
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
「
後
進
」
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
の
直
後
に
「
太
史
公
記

事
尽
於
孝
武
之
事
、
故
復
修
記
孝
昭
以
来
功
臣
侯
者
、
…
綿
子
京
万
」

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
原
作
者
一
司
馬
選
に
対
す
る
「
後
進
」
の
意
で

あ
る
こ
と
は
・
自
明
で
あ
る
。
ま
た
者
」
に
つ
い
て
も
、
補
少
孫

の

続

学

者

と

し

て

の

せ

れ

ば

、

そ

の

意

図

す

る

と

こ

ろ

は

容

易

に

知

ら

と

号

す

る

こ

と

も

、

(nv 

同
様
の
意
図
に
出
る
の
で
あ
ろ
う
9

残
る
は
間
に
挿
ま
れ
た
「
好
事
で
あ
る
c

こ
の
語
は
、
祷
少

孫
の
自
己
規
定
に
用
い
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
格
少
孫
に
構
報
を

提
供
し
た
人
々
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
し
(
②
)
、
「
令
後
好
事
者

得
覧
観
成
敗
長
短
絶
世
之
適
、
得
以
自
戒
鷲
」
(
建
一
冗
以
来
侯
者
年

表
)
「
令
好
事
者
観
択
其
中
湾
」
(
亀
策
列
伝
〉
の
ご
と
く
、
将
来
の

読
者
に
向
け
て
も
用
い
ら
れ
る
ョ
い
わ
ば
三
者
は
「
好
事
」
と
い
う

一
点
を
結
び
お
と
し
て
連
帯
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
合
意
は
単
純
で
は
な
い
が
、
や
は
り
よ
引
の
諸
条
か
ら
そ

の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
長
老
好
故
事

者
」
(
⑦
)
、
辺
事
故
文
学
長
老
習
事
者
」
(
⑤
)
、
「
習
漢
家
故
事
者
」

(
①
)
と
な
ら
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
開
に
連
絡
の
存
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
「
好
事
」
と
は
漠
家
の
故
事
に
親
し
む
こ
と
を
そ
の
内
容

の
一
っ
と
す
る
も
の
ら
し
い
っ
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
宣
帯

代
に
お
い
て
、
武
帝
の
嫡
流
に
復
し
た
と
の
自
覚
の
も
と
、
当
時

事
に
倣
お
う
と
す
る
姿
勢
が
き
わ
め
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い

笑
で
あ
る
ゥ
内
訪
問
書
い
不
一
褒
伝
は
、
神
爵
、
五
鳳
(
前
六
一

i
i

、
、
、
、
、

四
)
ご
ろ
の
状
況
を
、
明
快
に
「
笠
帝
時
修
武
帝
故
事
、
議
論

{お」

ハ
之
肝
」
と
伝
え
る
。
禅
師
多
喜
男
氏
に
よ
れ

の
長
き
に
一
段
っ
た
武
帝
時
代
に
集
積
し
た
慎

て
行
動
規
範
と
し
よ
う
と
の
意
図
が

(20) 



武生
ま
れ
た
の
か
も

、ヲ:1]
れ
な
し'24
L一。

と
称
せ
ら
れ

と
称
せ
ら
れ
る
貌
相
(
神
爵

と
称
せ
ら
れ
る
わ
顕
(
成
帝
建
始
冗

も
、
こ
の
時
期
に
前
後
し
て
活
躍
し
た
人
々
で

あ

る

。

か

く

漢

家

の

故

事

へ

の

関

心

が

高

ま

っ

て

い

た

当
時
の
風
潮
が
、
補
少
孫
の
心
理
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
ト
ぃ
引
①
の
条
、
滑
稽
列
伝
に
お
け
る

格
少
孫
の
一
言
で
あ
る
。
文
中
、
「
故
事
滑
稽
之
詑
六
章
」
を
作
っ
て

「
後
世
好
事
者
」
に
一
か
す
と
い
う
か
ら
に
は
、
や
は
り
「
故
事
」
「
好

事
」
二
諮
問
の
連
絡
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
条
に
お
い

て
は
、
「
故
事
」
「
好
事
」
一
一
語
は
さ
ら
に
上
文
「
好
読
外
家
伝
一
品
川
」

を
本
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
「
好
事
」
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
「
故
事
」
は
、
読
め
ば
胸
躍
り
一
耳
目
一
も
驚
く
よ
う
な
斎
談
で
あ

り
、
上
に
述
べ
た
漢
家
の
故
事
に
比
べ
卑
俗
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る

が
、
そ
れ
は
「
外
家
伝
諾
」
の
う
ち
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
類
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
「
外
家
伝
語
」
と
は
、
索
隠
に
よ
れ
ば
、
「
非
正
経
、

却
史
伝
雑
説
之
審
」
で
あ
る
。
そ
の
自
で
あ
ら
た
め
て
冒
頭
の
「
佳

幸
得
以
経
術
為
郎
、
前
好
読
外
家
法
語
」
な
る
く
だ
り
を
な
が
め
、

と
り
わ
け
「
間
」
の
一
字
に
注
意
す
れ
ば
、
「
経
学
を
事
と
す
る
身

で
あ
り
な
が
ら
、
雑
寄
に
耽
溺
し
:
・
」
と
い
っ
た
口
物
、
が
透
け
て
見

、
ぇ
ト
ぞ
つ
の

「
好
事
館
者
」
な

に
も
、
そ
れ
と
同
じ
、

れ
る
の
で
あ
る
。

一
援
弁
解
め
い

の
よ
う
な
書
物
に
か

ま
け
る
こ
と
は
、
て
の
正
道
と
は
い
い
が
た
い
。
だ
か
ら

こ
そ
逆
に
「
儒
」
と
断
り
書
き
を
入
れ
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
た
だ
、

か
か
る
愛
斎
の
業
を
許
容
す
る
空
気
も
、
官
一
帝
期
に
は
存
在
し
た
よ

う
で
あ
る
。
上
引
夜
間
設
丘
一
士
褒
伝
に
い
う
「
博
尽
奇
異
之
好
」
が

こ
れ
に
当
た
ろ
う
凸
そ
の
よ
う
な
空
気
に
後
押
し
さ
れ
た
た
め
も

あ
っ
て
か
、
補
少
孫
は
、
儒
者
と
し
て
の
枠
を
踏
み
越
え
て
、
吋
史

記
い
の
補
続
と
い
う
作
業
に
没
頭
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
袴
少
孫
の
自
称
、
な
か
ん
ず
く
「
好
事
」
の
一
諾
を
手
が

か
り
に
、
そ
の
『
史
記
一
補
続
者
と
し
て
の
自
意
識
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
を
詮
索
し
て
み
た
q

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
史
記
』
は
ま
ず
も

っ
て
漢
家
の
故
事
を
集
成
し
た
文
献
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
む
し
た
が

っ
て
、
精
少
孫
の
描
続
も
、
そ
れ
を
よ
り
一
層
充
実
さ
せ
ん
と
の
意

向
凶
の
も
と
に
な
さ
れ
た

9

ほ
か
な
ら
ぬ
司
馬
遼
自
身
、
己
の
著
述
に

つ
い
て
「
述
故
事
、
整
斉
其
世
伝
」
(
「
史
記
』
太
史
公
自
序
)
と
称

し
て
い
る
が
、
如
上
の
渚
少
孫
の
認
識
は
そ
れ
を
敷
桁
し
た
も
の
と

九お)

い
え
よ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
、
一
瑠
少
孫
に
と
っ
て
百
ん
記
』
は
、
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
外
家
伝
語
」
に
比
す
べ
き
書
物
と
し
て
も
あ

ら
わ
れ
た
司
そ
の
雑
駁
な
る
が
ゆ
え
の
魅
力
に
、
儒
者
た
る
緒
少
孫

(21) 



は
、
一
種
屈
折
し
た
心
情
を
抱
き
つ
つ
も
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
と

見
え
る
。
も
っ
と
も
、
時
代
は
完
成
期
へ
向
け
て
、
儒
家
尊
崇
の
歩

を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
か
か
る
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
だ

け
の
度
量
は
い
ま
だ
に
保
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
補
少
孫
一
に
い
く

ば
く
か
の
勇
気
を
与
え
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
、
作
業
の
絹
節

本
節
で
は
、
前
節
で
触
れ
る
暇
の
な
か
っ
た
、
権
少
孫
の

い
補
統
に
お
け
る
、
よ
り
技
術
的
な
側
面
に
日
を
向
け
、
な
か
で

も
示
唆
に
富
む
二
点
を
取
り
上
げ
て
、
補
遺
と
し
た
い
の

ま
ず
、
前
節
所
引
@
⑦
の
ご
条
に
注
目
し
た
い
っ
必
要
部
分
を
、

省
略
を
柿
っ
た
よ
で
、
再
び
示
そ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

窃
好
太
史
八
ム
伝
。
太
史
公
之
伝
日
、
三
王
不
問
亀
、
四
夷
各
異

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ト
、
然
各
以
決
吉
凶
、
略
閥
其
一
袋
、
故
作
亀
策
列
伝
。
民
往
来

長
安
中
、
求
亀
策
列
伝
、
不
能
得
口
(
亀
策
列
伝
)

、
、
、
、

好
覧
観
太
史
公
之
列
転
。
伝
中
称
三
主
世
家
文
辞
可
鋭
a

求
其

枇
家
、
終
不
能
得
。
(
三
五
位
家
)

文
中
、
傍
点
を
付
し
た
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
吋
史
記
い
太
史
公
自
序

の
後
半
に
ま
と
め
ら
れ
た
序
自
中
、
該
訴
の
小
序
か
ら
の
引
用
と
な

っ
て
い
る
。
比
較
の
た
め
に
、
そ
の
版
文
も
示
そ
う
む

問
夷
各
典
卜
、

略
制
問
其
要
、

作
亀
策
列
伝
第
六
十
八
9

(
お
}

三
子
之
王
、
文
辞
可
観
、
作
三
玉
世
家
第
三
十

9

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
格
少
孫
が
、
ま
ず
は
太
史
公
自
序
後
半
の

序
回
に
自
を
通
し
、
そ
れ
を
も
と
に
当
た
り
を
つ
け
た
上
で
、
こ
れ

は
と
思
う
篇
の
捜
索
に
着
手
し
て
い
た
事
実
で
あ
る

Q

前
節
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
漢
代
に
お
い
て
、
「
史
記
」
は
単
篇

で
別
行
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
9

緒
少
孫
が
見
た
と
推
測
さ
れ
る
宮

中
の
蔵
本
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
、
が
、

そ
れ
で
も
上
の
二
篇
を
は
じ
め
、
若
干
の
篇
の
欠
損
は
免
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
両
漢
の
際
に
は
十
議
の
亡
欠
が
確

認
さ
れ
て
い
る
つ
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
太
史
公
自
序
後
半
の

序
回
は
、
ま
さ
し
く
京
ん
記
』
諸
篇
に
対
す
る
解
題
目
録
の
役
割
を

果
た
し
、
全
警
の
構
成
お
よ
び
各
篇
の
綬
概
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

実
際
の
侠
篇
探
求
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
書
序
」
、
京
地
南
子
い
要
略
篇
、
吋
法
一
一
一
一
口
い
序
、
定
開
設
忍
叙
伝
な
ど
、

漢
代
の
序
文
の
多
く
が
、
こ
の
吋
史
記
」
の
序
自
と
同
様
の
体
裁
を

人
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
る
所
以
も
こ
こ
か
ら
推
す
こ
と
が
で
き
る
。

漢
代
に
お
い
て
、
書
物
は
後
世
に
比
べ
は
る
か
に
不
安
定
な
在
り
方

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
竹
簡
の
一
束
が
一
篇
を
構
成
す
る
が
ゆ

え
に
、
続
の
脱
落
や
篇
次
の
錯
乱
は
容
易
に
生
じ
る
c

如
上
の
序
自

(む

は
、
か
か
る
事
懇
に
対
処
す
べ
き
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
補
少
孫
の

(22) 



事
例
は
そ
の
恥

次

に

、

前

節

所

引

@

の

条

の

一

編

之

於

在

。

:

・

以

付

益

上

方

太

史

公

之

…

…

こ

れ

も

す

で

に

引
い
た
例
だ
が
、
建
冗
以
来
侯
者
年
の
「
太
史
公
記
事
尽
於
孝
武

之
事
、
故
復
修
記
孝
昭
以
来
功
民
侯
者
、
一
綿
子
在
方
」
な
る
く
だ
り

に
旋
回
し
た
い
。
こ
の
二
範
は
、
司
馬
選
の
原
文
が
存
在
し
、
そ
れ

に
椅
少
孫
が
加
筆
を
施
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の
で
、
上
に
言
及

し
た
亀
策
列
伝
、
三
五
世
家
の
ご
篇
が
明
自
に
構
亡
に
係
る
の
と
は
、

対
照
的
で
あ
る
。

さ
て
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
で
鴇
少
孫
が
、
司
馬
選
の
原
文
の

在
方
に
直
に
簡
を
接
い
で
、
増
続
の
畿
を
連
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
緒
少
孫
の
郁
続
部
分
は
、
そ
れ
だ
け
で
別
行
し
た
こ
と
は

、。ハ
ve

，つ乙、

な
く
、
は
な
か
ら
苛
叫
ん
記
い
に
付
随
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
宮
中
の

識
本
に
直
披
乎
を
加
え
た
か
、
宮
中
の
蔵
本
を
副
本
に
写
し
て
そ
れ

を
行
っ
た
か
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
は
さ
す
が
に
都
ら
れ
よ
う
し
、
後

者
も
そ
う
容
易
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
議
山
の
事
件
に
つ
い
て
は
す

で
に
触
れ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
述
の
よ
う
に
、
後
に
班
国
が
吋
漢
書
』
を
執

筆
し
た
際
、
そ
の
用
い
た
宮
ん
記
い
に
楕
少
孫
の
補
続
部
分
、
が
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
路
実
と
さ
れ
る
守
そ
し
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

F
F
L
1

又
w
o

w

h

U

l

，〆

ま
た
、

い

る

よ

う

に

、

斑

期

の

用

い

た

が

、

劉

向

と

と

も

校
定
の
一
事
業
に
参
与
し
た
従
判
明
の
班
枠
が
成
帝
よ
り
特
別
に
賜
っ
た

(
却
}

秘
書
の
副
本
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
成
帝
期
の
中
秘
に
は
す
で
に

椅
少
孫
の
加
筆
を
経
た
吋
出
入
記
い
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
口

も
っ
と
も
、
官
加
問
書
い
の
成
警
に
主
る
い
ず
れ
か
の
段
階
で
別
本
か

ら
の
移
写
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
、
確
実
な
こ

と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、

k
の
仮
説
に
し
た
が
え
ば
、
祷
少
孫
が
は

た
し
て
私
人
と
し
て
そ
の
作
業
を
遂
行
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
疑
わ

し
く
な
っ
て
く
る
。
波
間
も
、
一
時
は
「
私
改
作
国
史
者
」
と
し
て

、
、
、

獄
に
繋
が
れ
、
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
校
書
郎
に
除
せ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
吋
漢
書
」
の
執
筆
を
椴
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

二
後
漢
書
」
本
伝
)
。
措
少
孫
が
そ
の
程
の
嫌
疑
に
無
縁
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
時
点
で
公
許
が
与
え
ら
れ
た
た
め
か
も
し

(
却
}

れ
な
山
川
口
後
に
街
路
は
、
こ
ち
ら
は
た
し
か
に
認
を
受
け
て
、
「
史

(
幻
}

の
続
編
の
作
成
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る

D
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お
わ
り
に

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
論
で
は
、
補
少
孫
に
よ
る
『
史

』
補
続
の
問
題
を
、
い
わ
ゆ
る
『
史
一
記
』
の
文
献
学
的
研
究
の
圏

域
か
ら
あ
え
て
引
き
離
し
、
ぞ
れ
自
体
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
に
努

め
た
c

そ
の
結
果
は
、
前
漠
後
期
の
一
人
の
儒
者
、
が
、
ど
の
よ
う
に



ど
の
よ
う
に
史
料
を
集
め
、
ど
の
よ
う
に
み
ず
か
ら

も
著
述
家
へ
転
じ
て
い
っ
た
か
と
い
う
、
い
わ
ば
漢
代
の
審
物
文
化

を
め
ぐ
る
一
つ
の
事
例
研
究
に
帰
し
た
よ
う
で
あ
る
。

緒
少
孫
の
事
例
が
貴
重
な
の
は
、
既
存
の
審
物
に
対
す
る
補
続
と

い
う
行
為
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
あ
る
程
度
具
体
的
に
示

し
て
い
る
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
っ
審
物
が
付
設
を
蒙
る
こ
と
は
、

漢
代
に
お
い
て
は
ご
く
通
常
の
事
能
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
間
一
の

書
物
が
沼
ん
記
い
と
夜
間
虫
己
芸
文
志
の
双
方
に
著
録
さ
れ
る
場

合
、
一
般
に
前
者
よ
り
後
者
の
方
が
鰐
数
を
増
す
と
い
う
一
一
事
か
ら

品
物
ヴ

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
既
存
の
書
物
に
対
す
る
補
続
は
、
い
わ
ば

、ハイジ〆
ι品、

一
つ
の
正
常
な
著
述
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
の
た
だ
、
そ
れ
が

な
さ
れ
た
際
、
普
通
は
加
紘
一
十
の
痕
跡
す
ら
な
か
な
か
見
出
し
が
た
い

の
に
反
し
、
補
少
孫
の
吋
史
記
い
補
統
一
で
は
、
該
ゆ
一
…
問
中
に
そ
の
主
名

を
と
ど
め
る
の
み
去
ら
ず
、
補
続
の
経
緯
や
作
業
の
制
節
に
か
か
わ

る
あ
る
税
度
の
情
報
ま
で
も
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
う
ま
く

利
用
す
れ
ば
、
そ
れ
は
広
く
模
代
の
番
物
文
化
を
窺
う
上
で
の
端
緒

と
も
な
ろ
う
。
補
少
孫
に
よ
る
吋
史
記
い
補
続
の
問
題
が
示
唆
す
る

可
能
性
の
う
ち
、
小
論
の
一
言
及
し
得
た
範
聞
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

不
備
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注
(
1
)
明
会
小
嘉
錫
議
学
雑
著
』
上
冊
、
中
華
書
局
、

二
九
回
一
年
序
コ

(
2
〉
た
と
え
ば
張
大
可
「
関
於
史
記
続
補
与
亡
篇
散
論
二
(
一
環
史

記
研
究
円
華
文
出
版
社
、
一
一

O
O
二
、
所
収
、
も
と
「
史
記
散
論
二

題
」
と
題
し
て
「
寧
夏
大
学
学
報
」
一
九
八
四
年
第
一
期
に
初
出
)
、

越
生
群
三
史
記
い
亡
欠
与
続
補
考
」
(
吋
「
史
記
」
文
献
学
叢
稿
い
、
江

蘇
古
籍
出
版
社
、
一
一

0
0
0、
所
収
、
も
と
「
漢
中
部
院
学
報
」

一
九
九
一
一
一
年
第
二
期
に
初
出
)
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
章
節
を
割
い
て
搭

少
孫
の
専
論
に
当
て
て
い
る
。

(
3
)
た
だ
し
、
陳
渉
世
家
の
「
緒
先
生
日
」
に
つ
い
て
は
、
徐
広
に

「
一
作
太
史
公
」
の
校
一
抗
日
が
あ
り
、
悲
翻
も
「
一
一
一
一
口
裕
先
生
者
非
也
」
と

し
て
い
て
(
集
'
解
て
古
来
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
。

(
A
T
)

「
有
銀
証
…
審
」
と
は
、
お
そ
ら
く
部
向
の
叙
録
に
篇
自
の
み
存
し
、

本
書
に
本
文
を
欠
く
事
態
を
指
そ
う
。
「
有
銀
無
害
」
の
…
認
は
ほ
か
に

夜
間
帯
〕
芸
文
志
六
芸
略
春
秋
類
「
爽
氏
伝
十
一
巻
」
自
注
に
も
見
え
、

同
類
序
に
「
爽
氏
未
有
者
」
と
あ
る
(
余
嘉
錫
k
掲
論
文
、
三
!
四
寅
、

越
生
群
ヒ
掲
論
文
、
一
一
一
回

i
一一一六寅)。

(
5
)
余
議
錫
上
掲
論
文
、
八
郎

i
八
五
真
。

(6)

伝
「
十
篇
欠
有
録
加
熱
常
一
間
」
注
引
の
吋
史
記
い
太
史

よ
び
宰
隠
ぷ
も
ほ
ぼ
問
文
を
引
く
が
、
前
者
に

に
作
る
な
ど
、
重
要
な
異
向
も
あ
る
。

真
。
つ
と
に
銭
一
大
併
記
u
二
史
考
異
い
巻
て

巻
九
に
問
憾
の
説
が
見
え
る
が
、
余
氏
の
説
が

一
九
六
三
、
所
収

(24) 



も
っ
と
も
明
快
で
あ
る
。

(8)
な
お
、
張
円
安
は
楠
少
孫
以
前
に
す
で
に
十
協
が
役
し
て
い
た
か
の

よ
う
な
奮
さ
方
を
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
十
絡
の
ん
し
欠
は
班
氏

父
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
指
擁
さ
れ
た
事
実
で
、
補
少
孫
の
補
続
を

経
た
後
の
状
況
を
こ
そ
反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
論
理
の
顛
倒

が
あ
る
り
こ
の
点
、
注
意
が
必
嬰
で
あ
る
。

(
9
)
た
と
え
ば
越
翼
も
張
守
節
と
同
じ
轍
を
踏
ん
で
い
る
ミ
サ
ニ
史

札
記
い
巻
一
「
椅
少
孫
補
史
記
不
止
十
能
」
条
)
。

(ω)
も
っ
と
も
、
問
株
の
付
会
は
索
憾
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

余
嘉
錫
レ
ム
掲
論
文
「
十
錦
外
椅
先
生
所
続
」
章
を
参
照
。

(
日
〉
以
上
は
余
事
錫
の
説
に
よ
っ
た
が
、
郎
中
と
な
っ
て
以
降
の
界
選

の
遅
速
に
関
し
て
は
別
様
の
兇
方
も
成
り
立
つ
。
補
少
孫
が
十
余
年

間
に
わ
た
り
郎
中
の
職
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
た
と
看
倣
す
べ
き
根
拠
は
、

ひ
と
え
に
亀
策
列
伝
情
先
生
捕
に
見
え
る
「
以
高
第
為
郎
、
幸
得
箔
傷
、

出
入
宮
殿
中
十
有
余
年
」
な
る
文
言
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
十

有
余
年
」
が
ひ
と
り
郎
中
在
任
時
の
み
を
指
す
も
の
か
、
は
た
ま
た

侍
郎
夜
任
時
ま
で
を
も
合
算
し
た
も
の
か
は
、
に
わ
か
に
は
決
し
が

た
い
。
も
し
後
者
と
す
れ
ば
、
博
士
へ
の
昇
進
時
期
も
先
帝
期
前
半

に
一
繰
り
K
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
小
論
で
は
こ
の
見
方
を
と
ら
な
い
が
、

疑
を
存
し
て
お
き
た
い
の
ち
な
み
に
、
郎
中
を
ふ
i

年
以
上
務
め
た
併
は
、

漢
代
に
お
い
て
皆
無
で
は
な
い
。
張
釈
之
伝
に
「
釈
之
為
郎

、、

事
文
帝
、
十
年
一
み
得
制
」
、
ま
た
寵
官
官
節
伝
に
「
郎
中

梁
人
審
忠
」
の
一
一
一
一
口
と
し
て
と
あ
る
(
厳
耕
望
「
秦

漢

郎

吏

制

度

考

」

、

聯

経

出

版

事

業

公

一
向
、
九
九
一
、
所
収
、
七
一
一
員
、
も
と
「
控
史
認
一
一
一
一
日
研
究
所
集

刊
」
第
ニ
十
三
本
上
冊
、
…
九
五
一
、
に
初
出
)
。

な
お
、
張
大
可
氏
は
、
漢
制
で
は
十
八
歳
で
博
士
弟
子
の
選
に
応
じ

る
と
し
、
そ
こ
か
ら
緒
少
孫
の
生
年
を
玄
帝
本
始
三
年
(
前
七
一
)

に
比
定
し
て
、
以
後
の
事
蹟
に
つ
い
て
も
そ
の
年
歳
を
割
り
出
し
て

、、

い
る
が
(
上
掲
論
文
、
一
八
五
頁
)
、
正
し
く
は
十
八
歳
以
上
で
あ
り

二
史
記
い
嬬
林
列
伝
序
て
首
脅
し
か
ね
る
。

(
ロ
)
な
お
、
日
間
頭
で
は
な
い
が
、
二
一
代
世
表
の
補
続
部
分
中
に
も
「
臣

為
郎
持
、
与
方
士
考
功
会
旗
亭
下
、
為
毘
一
一
一
一
之
と
あ
る
。

(
日
)
王
震
民
三
史
記
い
版
本
和
参
考
書
」
(
吋
冷
磁
文
薮
」
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
二
、
所
収
、
も
と
「
図
書
館
学
季
刊
」
第
一
巻
第

四
期
、
一
九
二
六
、
に
初
出
)
、
練
直
「
漢
音
人
対
百
九
記
」
的
伝
播

及
評
価
」
(
歴
史
研
究
編
集
部
編
「
司
馬
選
与
「
史
記
」
論
集
円
挟

商
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
、
も
と
「
四
川
大
学
学
報
」
一
九
五
七

年
第
一
一
一
期
に
初
出
)
を
参
照

G

(M)
次
節
で
簡
単
に
触
れ
る
。

(
日
)
亀
策
列
伝
補
先
生
補
「
伝
日
」
索
憶
に
「
此
伝
却
太
ト
所
得
古
占

亀
ム
之
説
現
」
と
い
う
の
は
当
を
得
て
い
よ
う
。

(
日
)
宙
開
設
基
百
官
公
細
川
表
下
お
よ
び
窪
光
伝
。

(
げ
)
こ
こ
で
の
「
文
学
)
は
「
経
街
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
。
吋
訪
問

敢
闘
」
西
域
山
松
下
「
丞
相
御
史
二
千
石
諸
大
夫
部
為
文
学
者
」
注
に
「
為

文
学
、
諸
学
経
営
一
回
之
人
」
と
あ
る
。

(
日
)
後
漢
寧
帝
期
の
例
だ
が
、
吋
後
漢
掛
一
一
回
』
儒
林
列
伝
序
に
「
詔
高

才
生
受
古
文
尚
喜
、
穀
梁
、
左
氏
春
秋
、
滋
不
立
学
官
、
然

(25) 



、、

皆

擦

高

第

為

講

郎

、

と

あ

る

。

な

お

、

文
、
一
二
五
一

i
一
二
五
ニ
寅
を
参
照
ヮ

(
日
〕
吋
撰
政
問
い
儲
林
伝
に
、
梁
丘
易
に
つ
い
て
「
時
室
帯
選
高
材
郎
十

人
従
(
梁
JKGザ
臨
講
い
(
梁
丘
賀
伝
、
臨
は
賀
の
子
〉
と
、
ま
た
穀
梁

春
秋
に
つ
い
て
「
以
(
察
)
千
秋
為
郎
中
一
戸
将
、
選
部
十
人
従
受
」

(
桜
丘
江
公
伝
)
と
あ
る
つ

(
却
)
上
掲
論
文
、
九
頁
。

(
紅
)
た
だ
し
、
博
士
の
職
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
儒
者
」
を
称
し
た
と

考
え
る
の
は
拙
速
に
す
ぎ
る
の
と
い
う
の
も
、
こ
の
自
称
を
冠
す
る

建
元
以
来
侯
者
年
表
の
補
続
部
分
は
、
そ
の
記
事
の
断
限
か
ら
克
て
、

元
者
初
元
一
一
年
(
前
四
七
)
か
ら
永
光
二
年
二
例
昭
一
一
)
の
開
に
審

か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
(
越
生
群
上
掲
論
文
、
四
九
l

五
O
荷ハ)、

本
節
間
一
誠
に
示
し
た
緒
少
孫
の
閲
歴
に
照
ら
す
限
り
、
補
少
孫
は
こ

の
時
期
に
は
ま
だ
博
士
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
の
も
っ
と
も
、

博
士
へ
の
界
選
時
期
を
い
っ
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の

余
地
が
あ
る
の
注
(
日
〉
を
参
照
。

(
辺
)
補
少
孫
の
補
続
部
分
の
う
ち
、
続
次
と
し
て
も
っ
と
も
若
い
…
四
一
代

世
表
は
、
「
娘
夫
子
」
と
「
絡
先
生
」
の
問
答
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
。
「
張
夫
子
」
と
は
お
そ
ら
く
、
考
誌
の
い
う
よ
う
に
、
持
少
孫
の

け
ん
弟
子
に
お
た
り
、
や
は
り
博
士
と
な
っ
た
張
長
安
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
(
事
践
は
吋
謀
者
い
儒
林
正
式
伝
に
見
え
る
)
。
問
門
ど
う
し
で

「
夫
子
い
「
先
生
」
の
称
を
戯
れ
に
設
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
つ

ω
〉
「
(
玄
帝
)
修
武
常
故
事
」
の
詩
は
ほ
か
に
郊
柁
志
下
、
王
宮
伝
に

も
見
え
る
。
ま
た
耕
向
伝
、
仰
武
伝
に
は
と
も
に

と
あ
る
。

(
お
)
三
漢
書
」
所
見
〈
故
事
〉
孜
」
(
「
学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」

第
一
一
一
十
七
号
、
一
九
九
八
)
、
一
七
回
頁
。
「
故
事
」
に
つ
い
て
は
、

開
論
文
お
よ
び
そ
の
続
篇
(
「
「
漢
書
」
所
見
〈
故
事
〉
孜
(
続
)
」
、

「
東
洋
古
典
学
研
究
」
第
九
集
、
ニ

0
0
0〉
を
参
照
。

(
お
)
荷
馬
還
の
こ
の
言
葉
は
、
お
ん
記
〕
を
吋
春
秋
い
に
比
す
こ
と
の

当
否
を
問
、
っ
た
壷
遂
に
答
え
た
も
の
で
、
市
一
後
に
「
非
所
詩
作
也
、

問
者
比
之
於
春
秩
、
謬
突
」
と
語
を
継
ぎ
、
そ
の
口
調
は
釈
明
と
も

と
れ
る
c

緒
少
孫
は
、
こ
の
言
葉
を
楯
に
と
っ
て
吋
史
記
」
の
性
格

を
規
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
苧
な
お
、
補
少
孫
が
「
史
記
」
と
吋
春

秋
い
の
関
係
を
ど
う
処
理
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
一
戸
川
芳
郎
氏

に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
情
少
孫
は
本
来
魯
詩
家
で

ω

あ
る
の
に
、
ト
一
引
爪
畑
中
の
条
で
は
こ
と
さ
ら
に
「
治
春
秋
」
と
い
っ
て
、

ω

そ
れ
が
ア
文
一
窃
好
太
史
公
伝
)
の
張
本
と
な
る
よ
う
な
審
き
方
を

し
て
い
る
っ
と
す
れ
ば
、
祷
少
孫
は
話
人
記
い
に
春
秋
伝
に
次
ぐ
地

位
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
(
「
史
記
の
名
称
i

璃
談
の
余
(
ニ
)

1

1
一
、
「
漢
文
教
室
」
第
一

O
六
号
、
一
九
七
三
、
二
回

l
二
五
百
円
)
。

間
知
の
よ
う
に
、
遊
間
叢
い
芸
文
志
で
は
「
太
史
公
百
五
十
篇
」
を
ム
ハ

装
略
春
秋
類
に
著
録
し
て
い
る
が
、
肉
類
の
末
尾
近
く
に
は
ま
た
「
漢

著
記
百
九
十
篇
」
を
著
鍛
し
、
顔
師
古
の
い
圧
に
「
若
今
之
起
居
住
」

と
す
る
の
こ
れ
を
や
は
り
漢
家
の
故
事
に
か
か
わ
る
審
物
と
肴
倣
し

て
よ
け
れ
ば
、
叫
が
~
記
い
を
春
秋
伝
の
，

mに
し
て
漢
家
の
故
事
の
淵
薮

劉
駄
に
先
駆
け
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
か
。

い
う
「
太
史
公
之
松
」
「
太
史
公
之
列
松
」



が
太
史
公
自
序
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
は
後
起
の
名
に
す

ぎ
な
い
(
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
序
文
の
体
例

i
吋
説
文
解
字
い
叙

「
叙
日
」
の
解
釈
を
中
心
に
!
」
、
「
出
本
中
間
学
会
報
」
第
五
十
一
一
一

集
、
一
一

O
O
て
一
一
一
六
頁
)
。
た
だ
し
、
「
大
史
公
伝
」
の
み
は
、
同
一

条
中
で
「
太
史
公
之
伝
」
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
事
実
を
重
く
見

れ
ば
、
吋
史
記
い
金
書
を
指
す
可
能
性
を
残
し
て
い
る
(
一
戸
川
上
掲
論

文)。

(
幻
)
嘉
瀬
達
郎
力
「
秦
棋
期
の
序
と
著
作
の
あ
り
方
」
(
「
樟
蔭
女
子
短
期

大
学
紀
要
文
化
研
究
」
第
十
一
一
一
号
、
一
九
九
九
)
、
一
向
「
序
か
ら
み

た
秦
漢
期
の
著
作
)
(
「
学
林
」
第
三
十
…
集
、
一
九
九
九
)
、
拙
稿

「
序
文
、
日
付
、
著
名
i

古
口
氏
春
秋
い
序
意
篇
に
つ
い
て
!
」
(
「
中

国
哲
学
研
究
」
第
十
一
一
一
号
、
一
九
九
九
)
第
四
章
を
参
照
。

(
お
〉
余
嘉
錫
上
掲
論
文
、
八
四
一
貝
。

(
m
U
)

総
生
群
k
鴎
論
文
、
一
一
一
六
真
。

(
ぬ
〉
吋
四
障
会
敢
闘
総
白
い
巻
四
十
五
「
史
記
」
条
は
、
「
在
為
郎
時
」
の

誌
か
ら
、
補
少
孫
の
補
史
が
奏
進
を
経
た
と
披
測
し
て
い
る
。

(
お
)
吋
漢
書
い
芸
文
志
ム
ハ
芸
略
春
秋
類
「
鴻
商
一
所
拙

に
引
く
九
年
昭
の
説
お
よ
び
「
七
時
可

(
詑
)
注
(
幻
)
一
所
掲
拙
稿
第
四
章
第
三
却
を
参
照
。

(
お
)
余
嘉
錫
吋
古
書
一
上
海
古
籍
出
版
社
、

「
弁
付
益
」
を
参
照
。
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1主

一
九
八
五
、
巻
阻

(
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
)


